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「家賃支援給付金」の申請要領が公表されました 

 

 経済産業省が７月７日、「家賃支援給付金」の申請要領を公表しました。この給付金は、 ５月

の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地

代・家賃（賃料）の負担を軽減する目的で、賃借人である事業主に対して支給されるものです。 

 

◆支給対象は資本金 10 億円未満の法人と個人事業者 

支給対象は、資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、個人事業者等で、医療法人、農業法

人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とされています。 

給付額は、申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに算定されます。対象となるのは、５

月～12 月の売上高が１カ月で前年同月比 50％以上減少し、または３カ月連続で同 30％以上減少

し、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている場合です。 

 

◆給付額は法人が最大 600 万円、個人事業者が同 300 万円 

給付額は法人が最大 600 万円、個人事業者が同 300 万円です。ホームページに給付対象や給付

額の計算の仕方についての詳細が掲載されていますので、受給できる可能性があると思われる事

業主の方は確認してください。申請期間は７月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までの予定です。 

 

◆申請はインターネットで 

経産省では、家賃支援給付金ホームページからの WEB 上での手続きを推奨していますが、受

付開始後、補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」も順次開設される予定です。申請

についての相談は、下記のコールセンターで受けられます。 

《家賃支援給付金 コールセンター》 

ＴＥＬ：0120-653-930（受付：8:30～19:00） 

※８月 31 日まで：全日対応／9 月 1 日以降 ：平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く） 

【家賃支援給付金ホームページ】 

https://yachin-shien.go.jp 

【家賃支援給付金に関するお知らせ】 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html 

【申請要領（中小法人等向け）】 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf 

【申請要領（個人事業者等向け）】 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf 
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の受付が始まりました 

 

◆個人向け新型コロナ対応休業支援金とは？ 

雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の８割が支給

（上限月額 33 万円）されます。 

雇用されていれば、雇用保険被保険者でなくても、学生アルバイトや外国人労働者、技能実

習生は対象となります。登録型派遣、日雇派遣労働者も、要件を満たせば対象となりますが、

海外勤務者や日雇労働者、地方公共団体の非常勤公務員は対象となりません。 

 

◆申請方法等 

 申請は、労働者本人または事業主のどちらか一方が行えばよく、事業主申請の場合も申請者

本人の口座に振り込まれます。 

 申請には、支給申請書と支給要件確認書（事業主提出の場合は続紙も）、本人確認書類、振込

先口座のキャッシュカードや通帳のコピー、休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の

コピーが必要です。 

 

●本人申請の場合も事業主は要件確認書に記入 

 支給要件確認書には、事業主による休業証明のための記入欄（以下、「事業主欄」という）が

あり、厚生労働省の Q&A では、労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業の事実について、最低

限事業主からの確認が必要とされています。 

 事業主が休業証明を拒んだ場合、労働者は、事業主の協力が得られない旨をその背景事情と

ともに記載して申告することとなり、事業主は労働局から報告を求められます 。 

 なお、故意に偽りの証明を行い支援金を受けることは不正受給にあたり、支給決定取消しだ

けでなく、全額返還、また不正受給の日の翌日から納付の日までの年３％の延滞金および返還

額の２倍相当額の納付が命じられ、事業主名等の公表もされます。 

 

●休業中の賃金額が確認できる書類について 

 賃金台帳、給与明細、賃金の振込通帳の３種類により賃金額を確認できない場合は支給でき

ないとされています（新卒者で１日も勤務していない場合等は、雇用契約書 ・労働条件通知書

等を添付）。これらの書類提供に関しても、事業主の協力が必要です。 

 

●申請書送付先 

下記にて申請書類の形式的な確認を行ったのち、管轄都道府県労働局の支援金集中処理セン

ターに振り分けられます。 

〒600-8799 日本郵便株式会社京都中央郵便局留置 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 
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新型コロナ感染症による社会保険の標準報酬月額の特例改定 

 

◆標準報酬月額の特例改定 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がっ

た方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保

険料の標準報酬月額を、通常の随時改定（４か月目に改定）によらず、特例により翌月から改定

可能となりました。 

 

◆対象となる方 

以下の３つの要件すべてに該当している方が対象となります。 

① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業（時間単位を含む）させたことにより、

急減月（令和２年４月から７月までの間の 1か月であって、休業により報酬が著しく低下した

月として事業主が届け出た月）が生じた方 

② 急減月に支払われた報酬の総額（１か月分）に該当する標準報酬月額が、既に設定されてい

る標準報酬月額に比べて、２等級以上下がった方 

※固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合も対象となります。 

③ 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方 

※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要です（改定後の標準報酬月額に基づき、

傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含む）。 

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。 

 

◆対象となる保険料 

令和２年４月から７月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和２年５

月から８月分保険料が対象となります。 

※令和３年１月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が

可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとす

る場合はできるだけ早めの手続きが求められます。 

◆注意事項 

・通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なります。 

⇒管轄の年金事務所に郵送、もしくは窓口へ提出します。 

・通常の月額変更届・算定基礎届と様式が異なります。 

⇒届書および申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。 

・この特例改定の届出は、電子証明書を利用した e-Gov からの電子申請や G ビズ ID を利用した

電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応していません。 

・特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必用です。 

【日本年金機構のリーフレット】 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf 
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中途採用における「オンライン選考」の実態～エン・ジャパン調査より 

 

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、採用においても WEB を利用したオンライン選

考が進んでいます。その実態について、エン・ジャパン株式会社の運営する転職サイト「ミドル

の転職」上でサイトを利用した転職コンサルタントからのアンケートを基にした調査結果が発表

されました。その概要は次のとおりです。 

 

◆採用企業がオンライン選考を導入するメリット 

９割の転職コンサルタントがオンライン選考のメリットとして挙げたのは「面接地から遠隔に

いる人とも面接をできる」という点です。「時間的にも効率的で、日本全国や世界規模で良い人材

を見つけられる」「地方企業や大手地方拠点にとってオンライン面接の恩恵は絶大」といった声が

寄せられました。 

 

◆オンライン面接実施の割合 

「最終面接まですべてオンライン面接を実施している企業は何割程度か」という問いには、

15％が「８割以上」、17％が「７割～５割」と回答しました。「半数以上の企業が最終面接までオ

ンライン面接を実施している」との回答は 32％となりました。 

また、最終面接以外をオンラインで実施している企業については 60％（８割以上：27％、７～

５割：32％）、一次面接のみオンラインで実施している企業については 65％（同：30％、35％）

の転職コンサルタントが「半数以上実施している」と回答しました。 

 

◆採用企業がオンライン選考をしない理由 

採用企業がオンライン選考を導入しない理由として上位に挙げられたのは「直接会ってみたら

印象が違ったという事例があった」（61%）、「非言語情報がオンラインでは判断し辛い」（59%）

でした。その他と回答した方からは「セキュリティに関する社内方針から」「求職者側にネット環

境が整っていない場合があるため」「役員クラスは対面を希望する人が多く、その風習がある」と

いった声が寄せられました。 

 

◆オンライン選考で気を付けるべきこと 

採用担当者側では「ネットワークトラブル時の対応について求職者に事前に指示を出す」

（58％）、「面接案内文に利用するツールの準備について明記をする」（52％）が上位に挙げられ

ました。「接続が上手くいかず、開始予定時刻が大幅に遅れ、求職者も動揺を招いてしまったこと」

「利用するツールの案内が遅く、面接時間に求職者側で準備が間に合わなかったケースがある」

といったコメントが寄せられました。面接をスムーズに実施できるよう、情報を事前に周知して

おくことが大事だと言えそうです。 

【エン・ジャパン「中途採用における「オンライン選考」実態調査」】 

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2020/23172.html 
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テレワークで長時間労働～連合調査より 

 

◆調査で明らかになったテレワーク実態 

 日本労働組合総連合会（以下、連合）は、テレワークで働く人の意識や実態を把握するため、

「テレワークに関する調査」を公表しました。調査では、「通常の勤務よりも長時間労働になる

ことがあった」と半数超（51.5％）が回答しました。テレワークでは、仕事と仕事以外の切分け

が難しく、長時間労働になりやすいという問題が以前から指摘されています。これらを実感した

労働者が多かったことがわかります。それでも、テレワークの継続を「希望する」と回答した人

は 81.8％となり、多くの人がメリットを感じたことがわかります。しかし、この調査で気になる

のが、労働時間管理についてです。時間外・休日労働をしたにもかかわらず申告していない回答

者が ６ 割超（65.1％）、また時間外・休日労働をしたにもかかわらず勤務先に認められないと

いう回答者が半数超（56.4％）いました。  

 

◆テレワークでも労働時間管理は必要 

 テレワークであろうと労基法は適用されます。みなし労働時間制が適用される労働者や労基法

第 41条に規定する労働者を除き、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す

るガイドライン」に基づいて、適切に労働時間管理を行わなければなりません。実労働時間やみ

なされた労働時間が法定労働時間を超える場合や法定休日に労働を行わせる場合は、36協定の締

結、届出及び割増賃金の支払いが必要です。また、現実に深夜に労働した場合は、深夜労働に係

る割増賃金の支払いが必要です。これらを放置すれば、労務トラブルに発展しかねません。 

 

◆実態にあった適切な労働時間管理を 

 時間外労働等について労働者からの事前申告がなかったり、申告に対して許可を与えなかった

場合でも、業務量が過大であったり、明示、黙示の指揮命令があったと解しうる場合には、労働

時間に該当します。テレワークを行う労働者は、業務に従事した時間を日報等において記録し、

使用者はそれをもって当該労働者に係る労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて労働

時間や業務内容等について見直すことが望ましいとされています。自社の実態にあった管理、制

度の選択ができるよう、適宜見直していきましょう。 

 

【日本労働組合総連合会「テレワークに関する調査 2020】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200630.pdf?3253 

【厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf 
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職場のトラブル相談「いじめ・嫌がらせ」がトップ 

 

◆個別労働紛争解決制度とは 

個別労働紛争解決制度は、職場の労使トラブルの当事者が利用できる、３つのトラブル解決方

法（労働相談、助言・指導、あっせん）のことです。労働相談は全国にある総合労働相談コーナ

ー（労働局・労働基準監督署に設置）で受け付けており、助言・指導は労働局長によるもの、あ

っせんは紛争調整委員会によるものとなります。 

主に労働者側からの利用になりますが、使用者側からの利用も可能で、費用は無料です。 

個別労働紛争解決制度によると、訴訟による方法よりもトラブル解決までの期間が短いという

傾向があり、これは労使双方にとってメリットです。また、訴訟によるよりも解決のための費用

が安く収まるのは、会社にとってメリットです。 

トラブルは、大事（おおごと）になる前に対処するのが大事（だいじ）です。 

 

◆令和元年度の状況 

厚生労働省のまとめた令和元年度の状況では、「労働相談」（総合労働相談）件数は、12 年連続

で 100 万件を超えて、高止まりしています。このうち、労働条件その他の労働関係に関する事項

のトラブル相談（労働基準法違反の疑いがある内容以外の民事上の個別労働紛争相談）は約 28 万

件となっています。 

そして近年、「民事上の個別労働紛争相談」、「助言・指導」、「あっせん」のいずれについても、

「いじめ・嫌がらせ」に関する内容が、過去６年以上、相談件数のトップとなっていることが特

徴となっています。 

 

◆パワハラ防止法の施行 

こうした情勢を背景に、職場のパワハラが問題となっており、今年６月にはパワハラ防止法（労

働施策総合推進法）が施行され、企業にはパワハラを防止するための措置（就業規則や服務規律

への企業の方針の明確化、相談窓口の設置、研修の実施、当事者のプライバシー保護等）が義務

付けられました。中小企業については、2022 年３月 31 日までの努力義務期間を設けたうえで、

2022 年４月１日から適用されます。 

「あの会社でパワハラを受けた」といったことが、口コミや SNS 等で広まってしまうと（その

真偽はさておき）、企業にとっては人材採用や経営の面で悪影響があります。労使トラブルの芽は

小さいうちに解決するようにしたいですね。 

【厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000643973.pdf 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000643973.pdf
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障害者雇用の取組みが優良な中小企業への認定制度について 

 

◆認定マークの愛称とデザインが決定 

今年４月に改正障害者雇用促進法が施行され、障害者雇用に関す

る優良な中小企業への認定制度（もにす認定制度）が新たに創設さ

れました。厚生労働省は、公募によって決定した障害者雇用優良中

小事業主認定マーク（愛称：もにす）のデザインを公表しました。 

 このロゴマークは、障害者を企業が丸く優しく包み込み、多様性

を受け入れ、「共に社会貢献をしていこう！」という前向きな想い

を表したキャラクターで、「もにす」という愛称は、共に進む（と

もにすすむ）という言葉と、企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して

名付けられました。 

 

◆認定事業主になるには？ 

障害者雇用に関する優良な中小企業への認定制度は、ポイント制で実施され、下記の要件を満

たす中小企業（常時雇用する労働者が 300人以下の事業主）が優良な事業主として認定されます。 

① 障害者雇用への取組みなどの認定基準（※）に基づき、50点中 20点以上であること 

② 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること 

③ 指定就労支援Ａ型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を１名以上雇用していること 

④ 障害者雇用促進法および同法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこ

と 

など 

※認定基準は、厚生労働省ホームページに掲載されている「障害者雇用に関する優良な中小事

業主に対する認定制度申請マニュアル（事業主向け）」をご確認ください。 

また、認定事業主になるための手続きや様式、必要書類は、厚生労働省ホームページに掲載

されています。 

 

◆認定のメリット 

 厚生労働大臣から認定を受けた企業は、認定マークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに

表示することができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組みが優良な企業であることを採用

活動や取引先等にアピールすることができます。 

また、日本政策金融公庫の低利融資の対象となることや、公共調達で有利になることなども期

待できます。 

【障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度（もにす認定制度）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu_00001.html 

 


